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「ひらく　地域福祉の新時代」のさらなる推進へ
～新 県社協活動推進計画の一部改訂～

　本会の事業指針である「新 神奈川県社会福祉協議会活動推進計画」は平成13年度

から17年度までの５カ年を計画期間として策定されていますが、計画期間の中間年

度にあたり、本会活動推進委員会（委員長：大山博法政大学教授）での検討を経て、

計画の一部が改訂されました。今回はその概要を紹介いたします。

改
訂
の
背
景

　

現
計
画
は
、
十
二
年
六
月
に
施
行
さ

れ
た
「
社
会
福
祉
法
」
に
お
け
る
、
個

人
の
尊
厳
と
自
立
の
尊
重
を
基
本
と
し

た
社
会
福
祉
の
理
念
に
そ
っ
て
、
地
域

住
民
の
主
体
的
な
参
加
と
公
私
協
働
に

よ
り
、
一
人
ひ
と
り
の
生
活
を
支
え
る

仕
組
み
を
つ
く
る「
地
域
福
祉
の
推
進
」

を
基
本
理
念
に
策
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

改
訂
に
あ
た
っ
て
は
、
策
定
後
三
年

間
に
お
け
る
社
会
福
祉
を
め
ぐ
る
動
向

の
様
々
な
変
化
や
、
こ
れ
ま
で
に
実
施

し
て
き
た
各
事
業
の
成
果
及
び
本
会
の

機
構
改
革
な
ど
を
踏
ま
え
、
現
行
事
業

や
今
後
の
取
り
組
み
課
題
を
整
理
し
ま

し
た
。
そ
し
て
、
今
後
二
年
間
の
計
画

年
度
内
で
の
取
り
組
み
を
一
層
明
確
に

し
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
ま
し
た
。

改
訂
の
要
点

　

今
回
の
改
訂
で
は
こ
れ
ら
の
背
景
を

踏
ま
え
た
う
え
で
、
次
に
挙
げ
る
六
点

を
改
訂
の
主
な
柱
と
し
ま
し
た
。

①
「
第
十
回
全
国
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
フ
ェ

ス
テ
ィ
バ
ル
か
な
が
わ
」
の
成
果
を
受

け
た
事
業
の
推
進

　

平
成
十
三
年
九
月
に
開
催
さ
れ
た

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
は
、
延
べ
十
二
万
人

を
超
え
る
多
数
の
参
加
者
が
あ
り
ま
し

た
が
、
大
会
の
成
果
を
今
後
の
事
業
に

反
映
さ
せ
る
た
め
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・

当
事
者
の
幅
広
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成

を
生
か
し
、
セ
ル
フ
ヘ
ル
プ
活
動
支
援

の
一
層
の
充
実
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
の
連
携

等
、
市
民
活
動
の
促
進
を
図
り
ま
す
。

②
と
も
し
び
運
動
の
理
念
に
基
づ
く
事

業
の
推
進

　

十
四
年
度
の
譛
か
な
が
わ
と
も
し
び

財
団
と
本
会
と
の
組
織
一
体
化
に
伴
い
、

と
も
し
び
運
動
の
理
念
「
す
べ
て
の
人

が
共
に
生
き
る
仲
間
と
し
て
お
互
い
に

理
解
し
、
人
権
を
尊
重
し
合
い
、
手
を

携
え
て
歩
む
こ
と
が
で
き
る
『
と
も
に

生
き
る
』
社
会
づ
く
り
」
に
基
づ
い
た
、

福
祉
の
こ
こ
ろ
や
人
権
の
尊
重
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
の
活
性
化
、
障
害
者
の

社
会
参
加
促
進
、
地
域
に
お
け
る
子
ど

も
の
健
全
育
成
等
の
各
種
事
業
を
本
会

事
業
と
し
て
明
確
に
位
置
づ
け
、
一
層

の
事
業
の
推
進
を
図
り
ま
す
。

③
明
る
い
長
寿
社
会
づ
く
り
に
向
け
た

各
種
事
業
へ
の
取
り
組
み

　

譛
か
な
が
わ
と
も
し
び
財
団
と
の
組

織
一
体
化
と
併
せ
、
十
四
年
度
よ
り
設

置
さ
れ
た
「
か
な
が
わ
長
寿
社
会
開
発

セ
ン
タ
ー
」
に
お
い
て
、
シ
ニ
ア
層
の

健
康
・
生
き
が
い
づ
く
り
の
支
援
、
活

力
あ
る
長
寿
社
会
の
実
現
を
目
指
し
、

各
種
事
業
の
展
開
を
図
り
ま
す
。

④
市
町
村
社
協
へ
の
一
層
の
支
援

　

本
会
で
は
県
内
市
町
村
社
協
共
通
の

指
針
で
あ
る
「
改
定 
地
域
福
祉
プ
ラ
ン

（表１）改訂計画事業体系図

１　セルフヘルプ活動の促進
２　専門相談の充実と新たなプログラム開発
３　福祉意識の醸成と福祉教育の推進
４　情報提供・ネットワーク化の促進と活動の環境整備

ボランティア・当事者など市民
参加の促進

７　民生委員児童委員活動への支援
８　保護司活動への支援
９　福祉関連団体との協働促進

５　障害者の自立と社会参加の促進

６　高齢者の生きがい・健康づくり・仲間づくりの支援

障害者の社会参加の促進

高齢者の生きがいづくりの促進

福祉団体の地域における主体的
な活動の促進

多様な活動主体の参加促進

13　権利侵害の防止と福祉サービスの利用援助の充実
14　福祉サービス苦情解決の充実とサービスの質の向上

権利侵害への対応と福祉サービ
スの利用援助の充実

権利擁護事業の推進と生活の自立支援

15　多様な情報手段の活用
16　生活の自立支援に向けた取り組み
17　経済的自立の支援

自立した生活を支える仕組みづ
くり

10　市町村社協の地域福祉の総合的な展開支援
11　日常生活圏域活動の促進
12　市町村社協の運営基盤と事業充実に向けた支援

市町村社協の地域福祉の総合的
な展開

市町村を基盤とする地域福祉の総合的な展開

18　福祉人材（専門職等）の確保
19　育成研修の充実
20　研修研究活動の支援及び福祉図書等の提供

福祉人材の確保・育成

21　サービスの評価活動等の促進
22　施設運営の充実

福祉サービスの質の向上に向け
た取り組みの促進

福祉サービスの質の確保・向上

23　施設整備の促進
24　社会福祉法人等の経営の支援

経営基盤の強化


